
特許権を取るための手続
特許出願

３年以内
（注）

方式審査

審査請求

特許公報発行

無効審判請求

審　理

維持審決無効審決

知的財産高等裁判所

最高裁判所

実体審査

（特許料納付）
設定登録

特許査定

（1）

（2）

（4）

（6）

（３）

（9）

（13）

（14）

（15）

（16）

（17）

出願公開

拒絶理由通知書

拒絶査定

拒絶査定不服審判請求

審　理

特許審決 拒絶審決

意見書・補正書

公開公報発行

審査請求なし

みなし取り下げ

〔出願日から１年６月経過後〕

〔審査請求期間の経過後〕

〔審判請求期間は30日以内〕

（5）

（7）

（8）

（１0）

（１1）

（12）

〔通常の国内出願は60日以内〕


